






( 平成 30 年 4 月 1日改正 )

7,488 円
11,961 円
20,108 円
22,361 円
24,752 円
26,972 円
29,329 円

介護保険給付に係る利用者負担額　（自己負担１割の場合の相当額）
介護保険制度の要介護認定に従って介護保険報酬の自己負担額をお支払いいただきま
す。下記の自己負担額には、基本料、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、介護職
員処遇改善加算、サービス提供体制強化加算、医療機関連携加算、生活機能向上連携
加算、 が含まれています。

機能訓練指導員による個別機能訓練計画に基づき計画的に機能訓練を実施していること

病院 /老健から入居された場合、30 日間の退院退所時連携加算が算定されます。

認知症専門ケア加算、口腔衛生管理体制加算、入居継続支援加算は含まれていませんが、
追加が見込まれます。
6カ月毎に栄養状況の確認を行わせていただいた月は、栄養スクリーニング加算が追加となります。


